
 

観音寺東公民館区社会福祉協議会（会則） 
 
 

第１章  総   則 
 
 
        （名  称） 
第１条  この会は、観音寺東公民館区社会福祉協議会（以下本会）という。 
 
        （事 務 所） 
第２条  本会の事務所は、観音寺東公民館内に置く。 
 
        （目  的） 
第３条  本会は、東公民館区各自治会が手を携え、切磋琢磨して活動の一層の 

   推進をはかり、館区内の福祉の向上を期することを、目的とする。 
 
        （会  員） 
第４条  本会は、東公民館区内自治会の会員をもって、会員とする。  
 
        （事  業） 
第５条  本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
      １  健康福祉の増進に関する事業 
      ２ 児童福祉の増進に関する事業 
      ３ 在宅福祉の増進に関する事業 
      ４ その他本会の目的達成に必要な事業 
 
 

第２章  役   員 
 
        （役  員） 
 
第６条  本会に次の役員を置く。 
            会   長     １名 
            副 会 長       ３名 
            理   事      ３４名 （自治会長９）（正副育成会部会長６）（育成会支部長９）（老人会長１０） 
            庶務会計        １名 
 



 
            監   査        ２名 
      ２  会長、副会長は理事で互選し、総会の承認を必要とする。 
      ３  理事は次の者をもってあてる。 
        (1) 東公民館区内各町の自治会長 
       (2)     〃      各町の老人会長 
        (3)     〃      の民生委員、主任児童委員 
        (4) 東公民館区青少年育成会会長・副会長及び各町の支部長         
      ４  会計及び監査は理事会で選任する。 
 
        （役員の任務） 
第７条  会長は本会を代表し、会務を総理する。 
      ２  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。 
      ３ 理事は会務を執行する。 
      ４ 会計は会務の経理を処理する。 
      ５ 監査は本会の会計を監査し、会議に報告する。 
        （役員の任期） 
 
第８条  役員の任期は２年とする。但し再任は妨げない。 
     ２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
 

第３章  会   議 
 
        （理 事 会） 
第９条  理事会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 
     ２ 理事の３分の２以上の出席がなければ、議事を開くことができない。 
            （※委任状可） 
     ３ 議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す 

   るところとする。 
     ４ 理事会には、次の事項を付議する。 
        (1) 総会に提出する議案。 
        (2) 総会において委任された事項。 
        (3) その他事業の執行に関する事項。 
                 
        （総  会） 
第１０条  総会は、東公民館区内の各町自治会の代表者をもって構成し、年１回 

   以上開催し会長が招集しその議長となる。 
 



     ２ 総会には、次の事項を付議する。 
  
        (1) 事業計画及び予算 
 
        (2) 事業実施報告及び決算 
 
     ３ 総会を構成する東公民館区各町自治会の代表者については別にさだめ 

   る。 
 
 

第４章  部   会 
 
        （部  会） 
第１１条  本会の事業を執行するため、次の部会を置く。 
        (1) 健康福祉部会 
        (2) 児童福祉部会 
        (3) 在宅福祉部会 
     ２ 部会に関する規定は別に定める。 
 
 

第５章  会   計 
 
        （会の経費） 
第１２条    本会の経費は、会員の会費ならびに寄付金・補助金などをもって充て 

   る。 
 
        （会計年度） 
第１３条    本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
 

第６章  事 務 局 
 
        （事務局および職員） 
第１４条    本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 
     ２ 事務局職員は２名とし、会長が委嘱する。 
 
 
 



        （施行規則） 
第１５条    この会則の施行についての細則は、理事会において定める。 
 
    付 則 
          この会則は、平成１３年１１月２８日から施行する。 
              〃      平成２９年 ４月 １日から施行する。 


